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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 イノシシ、カラス、アライグマ 

計画期間 令和５年度～令和７年度 

対象地域 大阪府柏原市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和４年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 
ぶどう・みかん・水稲・

野菜等 

被害面積    １８．４ａ 

被害金額   １，５４１千円 

カラス 
ぶどう・みかん等果樹・

水稲 

被害面積    ５１．８ａ 

被害金額   ３，６７８千円 

アライグマ ぶどう・みかん・野菜等 
被害面積    ４５．６ａ 

被害金額   ４，７８８千円 

 

（２）被害の傾向 

近年、柏原市における有害鳥獣による農作物被害は、年間を通じてカラス

の食害被害が常態化し、イノシシについては中山間地域等を中心に生息分布

域の拡大及び生息数の増に伴う被害が年々増えるとともに人家へも近づき

つつあり、深刻化している。アライグマについては農作物への被害と人家近

くへの出没が増えている。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（４年度） 目標値（７年度） 

イノシシ被害面積※ １８．４ａ ５４．８ａ 

イノシシ被害金額※ １，５４１千円 ３，５３１千円 

カラス被害面積 ５１．８ａ ４９．２ａ 

カラス被害金額 ３，６７８千円 ３，４９４千円 

アライグマ被害面積 ４５．６ａ ４３．３ａ 

アライグマ被害金額 ４，７８８千円 ４，５４８千円 

※イノシシ被害面積・金額ともに豚熱の影響で現状値が低くなっているが、再び増加するこ

とが予想されるため、目標値は前計画と同値とする 



（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

 

 

・大阪府猟友会柏原支部と委託

契約を交わし、有害捕獲（イノ

シシ・カラス）を実施。 

 

・アライグマ捕獲檻の貸出。 

（処分は大阪府猟友会柏原支

部に委託） 

猟友会の会員への負担増や高齢

化などにより捕獲の担い手が減少

してきている。また、野生獣によ

る農作物への被害が増大してお

り、捕獲のみでは被害を抑制は出

来ない。 

 また、イノシシ・アライグマと

もに人家や人にも平気で近づきつ

つあり、人的被害が懸念される。 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 

大阪中河内農業協同組合と連

携した侵入防護柵の設置。 

 補助事業導入前から個々の農家

による自己防衛策として電気柵等

の侵入防護柵が設置されている

が、個別柵の設置による対策だけ

でなく集団での取組が必要であ

る。 

生息環

境管理

その他

の取組 

営農地周辺の遊休農地や耕作

放棄地の草刈り。 

遊休化した農地が増えており、

適正な管理や利用の検討も必要で

ある。 

 

（５）今後の取組方針 

 柏原市有害鳥獣被害対策協議会として、大阪府関係機関、大阪府猟友会

柏原支部及び地元農家との連携を強化し、捕獲檻の設置の推進ならびに電

気柵等侵入防護柵の設置推進等により被害の軽減目標に向け総合的な取り

組みを行う。 

 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

大阪府猟友会柏原支部を中心とした既存の体制により捕獲事業を継続す

るとともに、箱わな等の狩猟免許資格取得の講習会等参加希望者への助成

等を実施し、免許取得者数を増やし適正な実行に取り組む。 

 

 

 

 



（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 イノシシ 

カラス 

アライグマ 

・猟友会との連携を強化する。 

・国、大阪府が実施する鳥獣被害防止総合対策事業

を活用し、捕獲檻を購入し、被害発生地域に設置

するほか、合わせて緊急捕獲事業も活用すること

で、捕獲頭数の増加を図る。 

・保険への加入等、捕獲に従事する者がより活動し

やすい環境を整備する 

・大阪中河内農業協同組合と連携して侵入防止柵の

整備等を行う。 

令和６年度 イノシシ 

カラス 

アライグマ 

・猟友会との連携を強化する。 

・国、大阪府が実施する鳥獣被害防止総合対策事業

を活用し、捕獲檻を購入し、被害発生地域に設置

するほか、合わせて緊急捕獲事業も活用すること

で、捕獲頭数の増加を図る。 

・保険への加入等、捕獲に従事する者がより活動し

やすい環境を整備する 

・大阪中河内農業協同組合と連携して侵入防止柵の

整備等を行う。 

令和７年度 イノシシ 

カラス 

アライグマ 

・猟友会との連携を強化する。 

・国、大阪府が実施する鳥獣被害防止総合対策事業

を活用し、捕獲檻を購入し、被害発生地域に設置

するほか、合わせて緊急捕獲事業も活用すること

で、捕獲頭数の増加を図る。 

・保険への加入等、捕獲に従事する者がより活動し

やすい環境を整備する 

・大阪中河内農業協同組合と連携して侵入防止柵の

整備等を行う。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

農作物への被害防止を目的に、近年の捕獲実績を上回るイノシシ 350 頭、カ

ラス 400 羽、アライグマ 100 頭を目標とし、有害鳥獣捕獲を行う。 

イノシシの捕獲実績は令和２年度 170 頭、３年度 99 頭、４年度 44 頭。カラ

スの捕獲実績は２年度 537 羽、３年度 414 羽、４年度 251 羽。アライグマの捕

獲実績は２年度 100 頭、３年度 76 頭、４年度 77 頭。年度によりばらつきがあ

るため、最大の捕獲数を基準に、一定の増加も見込み、捕獲計画数を設定した。 

 



対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ ３５０ ３５０ ３５０ 

カラス ４００ ４００ ４００ 

アライグマ １００ １２０ １２０ 

 

 

 捕獲等の取組内容 

イノシシ・カラスについては、市内全域で年間を通じ地元農家と猟友会が

連携協力して箱わな等により捕獲並びに管理、巡視を行う。 

アライグマについては、市内全域で年間を通じ捕獲器を農家に貸出し、猟

友会・市の指導のもと捕獲を実施していただく。 

捕獲檻や捕獲器などの箱わなは、必要数の確保に努める。 

 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 

 

 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

柏原市（平成 19 年

4 月権限委譲済） 

狩猟鳥獣及びダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワ

ラバト、ニホンザル、イタチ（メス）、チョウセンイタ

チ（メス） 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ 

アライグマ 

侵入防護柵の設置 

（総延長：２ｋｍ） 

侵入防護柵の設置 

（総延長：２ｋｍ） 

侵入防護柵の設置 

（総延長：２ｋｍ） 

 

 



（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

イノシシ 

現在設置されて

いる侵入防護柵等

について、点検・修

繕等を行い、適正な

維持管理の促進を

図る。 

現在設置されて

いる侵入防護柵等

について、点検・修

繕等を行い、適正な

維持管理の促進を

図る。 

現在設置されて

いる侵入防護柵等

について、点検・修

繕等を行い、適正な

維持管理の促進を

図る。 

アライグマ 

カラス 

 猟友会や地区実

行組合と連携し、春

～初夏頃に追い払

い活動を実施する。 

猟友会や地区実

行組合と連携し、春

～初夏頃に追い払

い活動を実施する。 

猟友会や地区実

行組合と連携し、春

～初夏頃に追い払

い活動を実施する。 

 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 
イノシシ 

 

アライグマ 

 

カラス 

遊休農地や耕作放棄地に対して草刈り等を行う

とともに、緩衝帯の整備に努める。  

農業委員会、農業協同組合と共同して、実行組合

長、果樹振興会等の農業関係団体に対して、有害鳥

獣捕獲に対しての啓発を行うとともに、被害防止

対策研修会などを開催する。 

令和６年度 

令和７年度 

 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

（公社）大阪府猟友会柏原支部 ・対象鳥獣の捕獲等に関すること 

柏原警察署 ・安全確保に関すること 

大阪府中部農と緑の総合事務所 ・被害対策に係る助言・指導に関すること 

柏原市 ・対処全般に関すること 
 

 

 

 



（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した鳥獣の処理については、焼却による処分を継続して実施する。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品  

 

ペットフード  

皮革  

その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

 

 

（２）処理加工施設の取組 

 

 

発見者 

通報 

通報 

通報 

大阪府 

中部農と緑の総合 

事務所 

情報 情報 
柏原市 柏原警察署 

対応協議 対応協議 

出動要請 情報 

大阪府猟友会柏原支部 住 民 

捕獲等 



（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 

 
 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 柏原市有害鳥獣被害対策協議会 

構成機関の名称 役割 

柏原市果樹振興会 

 

会長、副会長 協議会の運営・対策の総

合的取りまとめ 

柏原地区実行組合 実行組合長 被害状況に関すること 

（有害鳥獣による農作物被害農家） （農家）  （被害状況に関すること） 

大阪中河内農業協同組合柏原営農

購買所 

所長    対策計画の取りまとめ 

大阪府猟友会柏原支部 支部長   有害捕獲に関すること 

大阪府中部農と緑の総合事務所     対策に関する助言・指導 

柏原市 産業振興  対策に関する助言、事務局 

課長   
 
 

（２）関係機関に関する事項 

 同上 
 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

大阪府猟友会柏原支部による捕獲体制を強化するとともに、新たな捕獲実

施隊の整備に向けて検討していく。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

近隣市町村の鳥獣被害防止対策協議会等との情報交換等、連携を行い、

効率的かつ効果的な被害防止対策を推進する。 

 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

被害軽減の有効性を確保するためには、防護・捕獲・地域の環境整備を基

本とした対策が必要である。 

 また、集落・地域をあげて取り組む体制を推進する必要がある。 

 


